
 

承認第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

令和元年５月１７日提出 

 

                木津川市長 河井 規子   

 



   専決処分書 

 

 議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

  平成３１年３月３１日 

 

木津川市長 河井 規子 

 

記 

 

木津川市都市計画税条例の一部改正について 



木津川市条例第１４号 

 

   木津川市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 木津川市都市計画税条例（平成１９年木津川市条例第５９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１８項」を「附則第１５条第１

９項」に改める。 

 附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４

０項」に改める。 

 附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４

４項」に改める。 

 附則第８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４

５項」に改める。 

 附則第２１項中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６項」を

「第１８項、第１９項、第２１項から第２５項まで」に、「第３１項、第３５項、第

３９項、第４２項、第４３項、第４４項若しくは第４７項」を「第２８項、第３２項、

第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項から第５０項まで」

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の木津川市都市計画税条例

（以下「新条例」という。）の規定は、平成３１年度以後の年度分の都市計画税に

ついて適用し、平成３０年度分までの都市計画税については、なお従前の例によ



る。 

３ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別処置法（ 

平成３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行の日の前日

までの間における新条例附則第２１項の規定の適用については、同項中「若しく

は第４８項から第５０項まで」とあるのは「、第４８項若しくは第４９項」とす

る。 

 



参考資料（承認第２号） 

 

木津川市都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

（新） 

本則 （略） 

   附 則 

１～４ （略） 

 （法附則第１５条第１９項の条例で定

める割合） 

５ 法附則第１５条第１９項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１９項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）と

する。 

 （法附則第１５条第４０項の条例で定

める割合） 

６ 法附則第１５条第４０項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の４

とする。 

 （法附則第１５条第４４項の条例で定

める割合） 

７ 法附則第１５条第４４項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

 （法附則第１５条第４５項の条例で定

（旧） 

本則 （略） 

   附 則 

１～４ （略） 

 （法附則第１５条第１８項の条例で定

める割合） 

５ 法附則第１５条第１８項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の３

（都市再生特別措置法（平成１４年法

律第２２号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法

附則第１５条第１８項に規定する市町

村の条例で定める割合は２分の１）と

する。 

 （法附則第１５条第３９項の条例で定

める割合） 

６ 法附則第１５条第３９項に規定する

市町村の条例で定める割合は５分の４

とする。 

 （法附則第１５条第４３項の条例で定

める割合） 

７ 法附則第１５条第４３項に規定する

市町村の条例で定める割合は２分の１

とする。 

 （法附則第１５条第４４項の条例で定



める割合） 

８ 法附則第１５条第４５項に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

９～２０ （略） 

２１ 法附則第１５条第1項、第１３項、

第１８項、第１９項、第２１項から第

２５項まで、第２７項、第２８項、第

３２項、第３６項、第４０項、第４３

項から第４５項まで若しくは第４８項

から第５０項まで、第１５条の２第２

項又は第１５条の３の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第２

条第２項中「又は第３４項」とあるの

は「若しくは第３４項又は法附則第１

５条から第１５条の３まで」とする。 

２２ （略） 

める割合） 

８ 法附則第１５条第４４項に規定する

市町村の条例で定める割合は３分の２

とする。 

９～２０ （略） 

２１ 法附則第１５条第１項、第１３項、

第１７項、第１８項、第２０項から第

２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２

項、第４３項、第４４項若しくは第４

７項、第１５条の２第２項又は第１５

条の３の規定の適用がある各年度分の

都市計画税に限り、第２条第２項中「又

は第３４項」とあるのは「若しくは第

３４項又は法附則第１５条から第１５

条の３まで」とする。 

２２ （略） 
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